
                            平成25年9月25日 

 一般（協会非会員）の皆様へ 

（一社）大阪ビルディング協会   

平成 25年 10月度・経営セミナー開催のご案内 

拝啓  時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、当協会ですが、今般の公益法人制度改革対応に伴い、本年4月1日付にて一般 

社団法人へ移行いたしました。 

これを受け、当協会では「平成２５年１０月度・経営セミナー」を、従来よりも一般 

参加いただける人数を大きく拡大し、下記の通り開催いたします。 

今回のセミナーでは、第一部として、本年３月主に暴力団排除条例に対応した詳細な 

規定を盛り込み改訂された「（改訂版）オフィスビル標準賃貸借契約書」について、 

本書の執筆者である渡辺弁護士から、直接解説をいただきます。 

また、第二部では、昨今その役割の重要性がますます高まりつつある「プロパティ 

マネジメント」の「その役割と目指す方向」について、専業である㈱三菱地所プロパテ 

ィマネジメントの森本大阪支店長から学びます。 

聴講ご希望の場合、次頁の申込書にてお申込み下さいますようお願い申し上げます。                                               

敬 具 

記 

１．日   時   平成25年10月29日（火）13時30分～16時45分 

２．会   場   大阪市中央区北浜１丁目８番１６号 

北浜フォーラム（大阪証券取引所ビル３階） 

ＴＥＬ ０６－６２０２－２３１１ 

（地下鉄堺筋線「北浜」駅、京阪本線｢北浜｣駅徒歩１分） 

３．内   容     

         主催者挨拶 (13：30～13：35) 

               （一社）大阪ビルディング協会  経営委員会副委員長  山代 裕彦       

第１部  (13：35～15：05)   

          演題 『解説－改訂オフィスビル標準賃貸借契約書』 

           ―改訂ポイントと最近の判例や民法改正中間試案をにらんで― 

          講師   山下・渡辺法律事務所    弁護士     渡辺 晋氏          

第２部  (15：15～16：45)  

                演題 『プロパティマネジメントの役割と目指す方向』 

講師 株式会社三菱地所プロパティマネジメント 

大阪支店長   森本 正治氏 

４．参加費（一般・協会非会員・テキスト代を含む） 1名  6,000円  

５．参加申込み方法 

  申込書に会社名（法人の場合）、氏名、住所、電話番号等の必要事項をご記入の上、 

10月25日（金）までに、下記当協会宛にFAXまたはメールでお申込み下さい 

   (会場の都合で先着５０名様とさせていただきますので、ご了承願います。)   

  ご参加いただく方については、お申し込みいただいた申込書に受付済印を押印して 

ご返送いたします。 

当日はそれを以て「参加証」とさせていただきますので、受付にてご提示下さい。 

お申込み先：(一社)大阪ビルディング協会事務局 

               大阪市北区芝田2丁目1－18 西阪急ビル7階 

        TEL 06-6376-8212  FAX 06-6376-8213 

E-mail morii@osaka-birukyo.jp            

 

 

 



申込日：平成25年  月    日 

 

 

（一社）大阪ビルディング協会 御中 

  FAX送付先 ０６－６３７６－８２１３ 

 E-mail送付先 morii@osaka-birukyo.jp   

 

平成 25年 10月度・経営セミナー申込書 

 

10月 25日（金）までに ＦＡＸまたは、メールにてお申し込み下さい。 

受付後、「本書」に  受付済  印を押印してご返送いたしますので、当日参加費と 

ともにご持参願います。 

 

 

１． 会社名(法人の場合) 

 

 

     

  部署名・役職 

 

 

２． 氏名（フリガナ） 

 

 

 

３． 連絡先住所 

 

〒 

電話番号 

（   ）    ― 

  ＦＡＸ 

（   ）    ― 

 

４． E-mail 

 

 

 

 

■ 参 加 費（＠6,000円）    計               円 

  ※当日、現金で会場受付にて徴収させていただきますので、釣銭のないよう 

   ご用意お願いいたします。 

 

当協会は個人情報に関して適用される法令・規範を遵守し、個人情報の適正な管理運営に努めてまいり

ます。 


